
医療法人岡田整形外科における医療・ケア意思決定支援の指針 

 

1. 基本指針 

人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療従事者等が、最善の医療・

ケアを作り上げていくため、患者･家旗等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の

意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。 

 

２．「人生の最終段階」の定義  

（1）がんの末期のように、予後が数日から長くとも２～３カ月と予測が出来る場合   

（2）慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合  

（3）脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけ死を迎える場合 なお、どのよ

うな状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ 

ケアチームにて判断するものとする。  

 

３．人生の最終段階における医療・ケアの在り方  

（1）医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケ

アを受ける本人が多専門職種の医療従事者等から構成される医療・ケアチームと十分な話

し合いを行い、 本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・

ケアを進めるものとする。  

（2）本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示

し、伝えられるような支援が医療･ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し

行われることが重要である。  

（3）本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼で

きる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合い

に先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくこと

も必要である。  

（4）人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・

ケア内容の変更、医療･ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と

適切性をもとに慎重に判断する。 

 （5）医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、

本人・家族 等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。 

 （6）生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、対象としない。  

 

４．人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続  

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。 



（1） 本人の意思の確認ができる場合 

 ①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者

から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療･ケ

アチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本と

し、多専門職種から構 成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。  

②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうる

もので あることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本

人が自らの意 思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要

である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家

族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。 

 ③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。 

（2） 本人の意思の確認ができない場合  

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎

重な判 断を行う必要がある。 

 ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての

最善の方針をとることを基本とする。  

②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについ

て、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとるこ

とを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプ

ロセスを繰り返し行う。 

 ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人に

とっての最善の方針をとることを基本とする。 

 ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。 

（3） 複数の専門家からなる話し合いの場の設置  

上記（1）及び（2）の場合において、方針の決定に際し ・医療・ケアチームの中で心身

の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合 ・本人と医療・ケアチームとの話

し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合 ・家族

等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切 

な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、第三者を含めた話し

合いの場を別途設置し、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。なお、

必要に応じて、専門家に助言を求めることも可能とする。  

 

この指針は２０２２年 4 月 1 日から施行する。 

医療法人 岡田整形外科 

 

理事長 福嶋秀一郎 



 

 

身体拘束最小化のための指針  

  

1.身体拘束廃止に関する理念   

身体拘束は、患者及び利用者（以下、「患者等」）の生活の自由を制限することであり、患者等の尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者等の尊厳

と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケ

アの実施に努めます。   

  

（1） 身体拘束禁止の基準  

医療サービス提供にあたって、患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その他の患者等

の行動を制限する行為を禁止します。  

  

（2） 緊急・やむを得ない場合の例外三原則   

患者等個々の、心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。例外的に以下

の 3 つの要素の 

全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。  

① 切迫性：患者等本人又は、他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。   

② 非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。   

③ 一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。   

※身体的拘束を行う場合には、以上の三つの要件を全て満たすことが必要です。   

  

2.身体拘束廃止に向けての基本方針  

（1）身体拘束の原則禁止  

 当院においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止します。  

身体的拘束その他入院患者等の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロへの手引き」の中であげて

いる行為を示します。  

（身体拘束に該当する具体的な行為）  

・徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢を拘束帯で縛る。   

・転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。   

・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。   

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を拘束帯で縛る。   

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。   

・車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、 腰ベルト、車いすテーブルを付ける。   

・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。   

・脱衣やオムツ外しを制限する為に、つなぎ服を着せる。   

・他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢を拘束帯で縛る。   

・行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。   

・自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。   

  



 

 

（2） やむを得ず身体拘束を行う場合   

本人または他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一

時性の 3 要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行います。   

また、身体拘束を行った場合は、医師をはじめ虐待防止委員（身体拘束適正化委員担当者）を中心に十分な観察を行うとともに、その

行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するように努力します。   

 

  

（3） その他の日常ケアにおける基本方針   

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。   

・患者等主体の行動、尊厳ある生活に努めます。   

・言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げないよう努めます。   

・患者等の思いをくみとり、患者等の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。   

・患者等の安全を確保する観点から、患者等の自由（身体的・精神的）に安楽を妨げるような行為を行いません。   

・「やむを得ない」と安易に身体拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者等に主体的な入院生活をしていただけ

るように努めます。  

  

3. 院内の組織に関する事項   

（1）身体拘束適正化委員会の設置   

当院では、身体拘束が必要な状況となった場合、医療安全委員会と一体的に運営を行います。   

① 設置目的   

・院内での身体拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討をします。   

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討をします。   

・身体拘束を実施した場合の解除の検討をします。   

・身体拘束廃止に関する職員全体への指導をします。   

※報告、改善の為の方策を定め周知徹底する目的は、身体拘束適正化について院内全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるた

めのものであり 職員の懲罰を目的としたものではありません。   

② 医療安全委員会の構成員   

・院長・副院長・看護師・准看護師・理学療法士 他専門職  

  

4.やむを得ず身体拘束を行う場合（緊急時の対応、注意事項）   

本人または他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下

の手順に従って実施します。   

［開始時］  

緊急性または切迫性によりやむを得ない状況になった場合、虐待防止対策委員会を中心として担当者が集まり、身体拘束を行うことを

判断する前に①切迫性②非代替性③一時性の 3 要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。必要と認めた場合、医師は

電子カルテに指示を入力します。  



 

 

１） 本人・家族に対する同意書を作成します。  

［継続時］  

２） 拘束による患者等の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて医師を含めたカンファレンスを実施し、身体

拘束を継続する判断をした場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討します。  

３） 早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を行います。身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・

期間・改善に向けた取り組み方法を、本人・家族に詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。   

［再継続時］  

４） 身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等に説明した内容と方向性及び患者

等の状態把握等を確認説明し、同意を得た上で実施します。拘束の解除記録と再検討の結果、身体拘束要件に該当しなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解除し、家族に報告します。  

  

身体拘束が発生した際の報告方法、対応に関する基本的方針、記録、集計、分析、評価専用の様式を用いて、その対応及び時間・

日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録し報告します。  

1） 医療安全委員会において、報告された事例を集計し発生時の状況等分析します。  

2） 発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討します。  

3） 身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討、評価します。  

4） 報告された事例及び分析結果を従業者に 周知徹底します。  

5） 記録は保存します。  

5.身体拘束適正に向けた各職種の責務および役割   

身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプロ－チから、チ－ムケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任

をもって対応します。   

（院長）   

・身体拘束における諸課題等の最高責任者   

（副院長）  

・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討、 管理運営   

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、管理運営   

・身体拘束を実施した場合の解除の検討、管理運営   

・身体拘束廃止に関する職員全体への指導、管理運営   

（看護部長）  

・拘束がもたらす弊害を正確に認識する   

・患者等の尊厳を理解する   

・患者等の疾病、障害等による行動特性の理解   

・患者等個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める   

・患者等とのコミュニケ－ションを十分にとる   

（医療職員）   

・医師との連携   



 

 

・院内における医療行為の範囲を整備   

・重度化する患者等の状態観察   

・記録の整備   

・記録は正確かつ丁寧に記録する   

  

6.身体拘束廃止、改善のための職員教育  

・医療に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。   

① 毎年研修プログラムを１年に２回以上の学習教育を実施します。  

② 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。  

 

７.この指針の閲覧について   

当院での身体拘束廃止に関する指針は、求めに応じていつでも院内にて閲覧できるようにすると共に当院のホ－ムペ－ジにも公表し、

いつでも患者等及び家族が自由に閲覧をできるようにします。  

  

                                                     2024.5.1 医療法人 岡田整形外科 


